
第４回甲府交通圏タクシー特定地域協議会 
 

議事次第 
 

平成 22年 3月 10日（水） 14:00～ 
山梨自動車総合会館 

 
１．開 会 
 
２．甲府交通圏タクシー特定地域協議会長挨拶 
 
３．議 事 
（１） 甲府交通圏タクシー特定地域協議会地域計画（案）修正点について 
（２） 甲府交通圏タクシー特定地域協議会地域計画（案）の議決 
（３） その他 
 
４．閉 会 
 
 

 
資料１ 甲府交通圏タクシー特定地域協議会地域計画（案） 
資料２ 甲府交通圏タクシー特定地域協議会地域計画修正点 
資料３ 第３回甲府交通圏タクシー特定地域協議会議事概要 
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第４回 甲府交通圏タクシー特定地域協議会

委 員 出 席 者 名 簿

平成22年 3月10日（水）

山梨県自動車会館会議室

山梨運輸支局長 春原 俊男

※山梨県知事代理出席 山梨県企画部リニア交通課副主幹 廣瀬 孝二

※甲府市長代理出席 甲府市企画部政策課長 中村 好伸

※甲斐市長代理出席 甲斐市企画部企画課主任 辻 俊宏

※中央市長代理出席 中央市総務課長(欠席）

※昭和町長代理出席 昭和町総務課総務係長 永井 敏男

山梨県タクシー協会 会長 小澤 照彦

（株）舞鶴タクシー代表取締役 大木 政

山梨貸切自動車（株）代表取締役 平井 武彦

武田名鉄交通（株）代表取締役 宮澤 賢一

甲州第一交通（株） 代表取締役 松 徳紀

（有）玉幡タクシー 代表取締役 伊藤 栄

（有）豊富タクシー 代表取締役 萩原 幸久

丹沢 信之全国自動車交通労働総連合会自交総連山梨地方連合会 執行委員長

中村 茂樹全国自動車交通労働組合連合会山梨地方連合会 副執行委員長代理

甲府市自治会連合会 会長 齋藤 伸右

甲斐市自治会連合会 会長(欠席）

甲府市消費者協会 会長 代永まつ子

※東日本旅客鉄道(株)八王子支社甲府駅長(欠席）

※山梨労働局長代理出席 労働基準部監督課長 岡本 克也

伊藤 政貴※山梨県警本部長代理出席 山梨県警察本部交通部交通規制課規制第一係長

社会福祉法人 甲府市民生福祉会 春風寮 事務長 早川 高仁

（順不同、敬称略）



第４回「甲府交通圏」タクシー特定地域協議会

甲府市自治会連合会
会長　齋藤　伸右

山梨労働局労働基準部

監督課長　岡本　克也
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甲府市企画部
政策課長　中村　好伸

山梨県警察本部交通部交通規制課

規制第一係長　伊藤　政貴

甲斐市企画部企画課
主任　辻　俊宏
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甲州第一交通株式会社
代表取締役　松　徳紀

有限会社玉幡タクシー
代表取締役　伊藤　　栄

全国自動車交通労働組合連合会

山梨地方連合会

副執行委員長代理　中村　茂樹

出
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口

記　者　席

事

局

務

甲府市民生福祉会春風寮

事務長　早川　高仁

武田名鉄交通株式会社
代表取締役　宮澤　賢一

山梨貸切自動車株式会社

代表取締役　平井　武彦

株式会社舞鶴タクシー

代表取締役　大木　政

甲府市消費者協会
会長　代永まつ子
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手持ち資料

甲府交通圏タクシー特定地域協議会設置要綱(抜粋）

協議会の運営）（

第 条5
協議会の議決方法は、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定めるとおりと9
する。

（２）設置要綱の変更を議決する場合 次に掲げる要件を全て満たすことをもって行う。

①関東運輸局長が合意していること。

②関係地方自治体の長が全て合意していること。

③設置要綱の変更について合意しているタクシー事業者が特定地域内の営業所に配

置するタクシー車両の台数の合計が、協議会の構成員であるタクシー事業者が

当該特定地域内の営業所に配置するタクシー車両の台数の合計の過半数である

こと。

④設置要綱の変更について合意しているタクシー協会等の構成員となっているタク

シー事業者が特定地域内の営業所に配置するタクシー車両の台数の合計が、協

議会の構成員であるタクシー協会等の構成員となっているタクシー事業者が当

該特定地域内の営業所に配置するタクシー車両の台数の合計の過半数であるこ

と。

⑤労働組合として参加している構成員の過半数が合意していること。

⑥地域住民として参加している構成員の過半数が合意していること。

⑦前条 及び に掲げる者に該当する構成員の過半数が合意していること。(6) (7)
（３）地域計画を議決する場合 次に掲げる要件を全て満たすことをもって行う。

①（ ）①～⑥までに掲げる要件を満たしていること。2
②地域計画に合意したタクシー事業者が特定地域内の営業所に配置するタクシー車

両の台数の合計が、当該特定地域内の営業所に配置されるタクシー車両の総台

数の過半数であること。

③前条 ①及び②の構成員が合意していること。(7)
④前条 ６ 及び ③の過半数が合意していること。( ) (7)
※だだし地域計画に定められた事業の実施主体とされたものが合意していること。


